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令和７年４月 

公益財団法人沖縄科学技術振興センター 

沖縄イノベーション・エコシステム共同研究推進事業 委託業務  

【オンライン公募説明会】 

下記にて、オンラインによる公募説明会を実施します。 

希望される事業により、開始時間が異なりますのでご注意ください。 

なお、「事業化促進」事業については本説明会では取り扱わず、個別に説

明を実施させていただきますのでお問い合わせください。尚、説明会への

参加は応募条件ではなく、審査にも影響しません。 
 

・令和 7年４月１４日（月） 

9時～ 9時 50 分  「出口志向型」  

 10時～10時 50分  「シーズ育成型（基礎的、初期段階・若手）」 

 11時～11時 50 分  「更なる支援分野」 
 

・オンライン公募説明会に参加希望される方は下記よりご登録をお願いいたします。 

https://forms.gle/1oEJKNxxrrWLQ6F36 
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応 募 要 領 

 

公益財団法人沖縄科学技術振興センター（以下「OSTC」）では、沖縄県から

「沖縄イノベーション・エコシステム共同研究推進事業(出口志向型研究支援

業務)」の委託を受けて、沖縄県の課題解決に向けた研究開発や技術開発を支

援しています。 

OSTC では、この事業の一環として、沖縄県が委託する「沖縄イノベーショ

ン・エコシステム共同研究推進事業 委託業務」【更なる支援分野】の研究テ

ーマを以下の要領で募集します。 

 

１ 沖縄イノベーション・エコシステム共同研究推進事業 委託業務（更なる

支援分野）の概要 

(１) 目的 

これまで実施した沖縄イノベーション・エコシステム共同研究推進事業等に

おける大学の研究開発成果を基盤とし、県内大学等を中心に研究機関や企業が

連携し、国内外とのネットワーク形成やイノベーション創出拠点の形成を図り

研究開発成果の拡大・発展を加速させるため、新・沖縄２１世紀ビジョン基本

計画において位置付けられている以下の２つの分野の共同研究を支援する。 

 

(２) 対象分野 

ａ 健康・長寿分野 

ｂ 海洋分野（海洋生物資源及び海洋生態系の利活用） 

 

(３) 支援内容  

以下に掲げる経費を対象とします。 

ア 対象分野の課題解決に向けた試験研究費。 

イ 連携研究機関等が行う試験研究費。 

ウ 委託共同研究に関連した学会発表の旅費及び学会参加費。ただし、理

由書の提出が必要となります。 

 ※機器装置等の備品購入はできません。 

 

（重点分野枠 健康・長寿分野） 

【支援金額】 1 件・1年度あたり 35,000千円（税込）以内 

【支援件数】 １件程度  
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【支援期間】 最長２年(令和７年度は、契約日～令和８年２月末日予定) 

（重点分野枠 海洋分野） 

【支援金額】 1 件・1年度あたり 35,000千円（税込）以内 

【支援件数】 １件程度  

【支援期間】 最長２年(令和７年度は、契約日～令和８年２月末日予定) 

 

※１ 毎年度末の評価委員会において、研究開発・事業化の進捗状況を評価

し、評価委員会の評価や意見等を基に、次年度の契約継続の可否を県が

総合的に勘案して決定します。 

※２ 予算状況に応じて、支援内容を変更する場合があります。 

※３ 申請できる委託業務経費は、当該提案の実施に直接必要となる直接経費、

再委託費及び一般管理費の合計となります。 

委託契約額は、採択後、審査結果等に基づき協議の上決定します。 

 

(４) 実施方法 

① 申請者は大学、研究機関、企業等の JV（共同企業体）を構成し、上述対

象分野における課題解決に資する研究テーマの申請（様式１・２）を行

います。また、JV（共同企業体）の構成員で共同企業体協定書（様式３）

を締結してください。 

② OSTC は、外部有識者で構成された審査委員会を実施し、審査結果を県へ

報告します。県は採択テーマ（契約予定事業者）を決定します。 

③ OSTCから、採択された JV代表者あてに採択通知を送付します。 

採択となった場合、県は、JV（共同企業体）と委託契約を締結します。 

  注意：委託契約書については、県の提示する契約書を使用すること。 

④ 採択された JV代表者は、OSTCコーディネーターと調整のうえで、県へ業

務計画書を提出し、それに基づき事業を実施します。 

⑤ OSTC コーディネーターは、研究の実施に必要な協力･支援、及び事業終

了後のフォローアップ等の支援を行います。 

⑥ 研究者は、将来の沖縄県における産業振興や社会課題解決を目指し、研

究開発を推進することとします。 

⑦ JV 代表者は、委託業務完了報告及び委託業務成果報告書を毎年度末に県

へ提出します。 

⑧ 県は、確定検査を行い、確定額を委託費として JV（共同企業体）へ支払

います。 

※１ 毎年度末の評価委員会において、研究開発・事業化の進捗状況を評価

し、評価委員会の評価や意見等を基に、次年度の契約継続の可否を
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県が総合的に勘案して決定します。 

※２ 予算状況に応じて、支援内容を変更する場合があります。 

 

 

２ 応募要件 

(１) 県内大学等を含む JV（共同企業体）とする。 

(２) 研究責任者(プロジェクトリーダー)は以下の２つを満たしていること。 

  ① 課題解決の可能性が見込まれる研究シーズの創出に関わった者であるこ

と(該当する成果の基となる特許がある場合は、その発明者であること)。 

② 研究開発の実施期間中、日本国内に居住し、かつ、沖縄県内の大学、研

究機関、企業等に常勤の研究者として所属していること。 

(３) 事業者が社会保険の適用事業所の場合は当該保険に加入していること。 

 

３ 応募方法、提出期限及び提出先 

【提出期限】 令和７年５月２日(金)15時必着(郵送含む) 

【提出方法】 持参又は郵送(電子メール不可) 

【提出先】  〒904-2234 

 沖縄県うるま市州崎 12-2 沖縄県工業技術センター３階 

公益財団法人 沖縄科学技術振興センター 

 イノベ事業担当（更なる支援分野） 宛 

※郵送の場合、封筒に「申請書在中」と朱書きの上、配達が

証明できる方法(特定記録、簡易書留等)でお送り下さい 

※提出していただいた資料、電子媒体は返却しません。 

 

(１) 提出資料  

① 使用する言語及び通貨：日本語及び日本国通貨(円) 

② 提出資料： 

ア 申請書(様式１～６)１部 片面印刷 

イ プレゼン用パワーポイント（様式７）１部 ２in１で片面印刷 

ウ 共同企業体協定書 

エ ア・イ・ウのファイルを保存した電子媒体（CD-R、USB メモリ等） 

オ 企業および団体概要がわかる資料(パンフなど) １部 

  

※不備がある申請書は受理しません。 

※申請書は全て A4サイズ(縦向き)とし、様式を崩さず１ページに１枚で印 

刷し、ホッチキス等で固定せず、ゼムクリップやクリアファイルなどで仮
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留め願います。 

 

 

 

(３) 秘密の保持 

  申請書は本事業の委託先選定のためにのみ用い、厳重に管理いたします。

個人情報等は、法令等により提供を求められた場合を除き、上記の目的以外

で利用することはありません。また、取得した個人情報等については、研究

開発等実施体制の審査のために利用しますが、特定の個人を識別しない状態

に加工した統計資料等に利用する場合があります。 

 

４ 委託先の選定について 

(１) 審査の方法 

  OSTC が設置・運営する外部有識者による審査委員会(非公開)において、申

請書及びプレゼンテーションに基づき審査を行います。審査委員会は現地で

のみ対面で実施され、オンラインでの参加は対応しておりません（代表者が

参加できない場合は、代理出席を可とします）。 

 

(２) 審査の観点 

審査は、以下の観点に基づき総合的に実施します。 

① 大学、研究機関、企業等の JV（共同企業体）が保有する研究シーズに

より、「健康・長寿分野」・「海洋分野」における沖縄県の地域課 

題の解決へとつながる具体的な計画が提示され、達成すべき目標が明

確であること。 

② 提案の研究シーズ、着想等、あるいはその活用方法等に新規性があ

り、革新性又は優位性、有用性が認められること。 

③ 沖縄県の科学技術又は産業振興に対する波及効果が期待できること。 

 

(３) 委託先の決定及び通知について 

① 審査結果は、採否にかかわらず、JV代表者に通知します。 

② 採択された研究テーマの名称および JV代表者、研究責任者(プロジェク

トリーダー)の所属機関名・氏名は OSTCウェブページ

（https://www.ostc-okinawa.org/）で公表します。 

③  OSTC は、審査委員会の審査結果を県に報告します。 

④ 県は、審査結果を踏まえ契約予定事業者を決定し、OSTC に通知します。 
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⑤ 採択条件として、審査結果に基づき、提案時の研究計画・研究開発体制

や、積算の見直しを行う場合があります。 

 

 

 

(４) スケジュール 

４月   ７日(月)    -------------------- 公募開始 

４月 １４日(月)１０時～１２時----------------- オンライン公募説明会 

４月 ２５日(金) 12時  -------------------- 公募に関する質問締切 

５月  ２日 (金) 15時  -------------------- 申請書の提出締切 

随時     -------------------- ヒアリング 

５月３１日（土）～６月１日（日）----------- 審査委員会※１ 

６月中旬頃        -------------------- 採否決定通知 

６月下旬頃     -------------------- 契約締結※２ 

※１ 審査委員会のプレゼン日時等については、申請書に記載した研究責任

者あてに当財団担当からメールでお知らせします。５月１５日までにメ

ールがない場合は、お手数ですが、当財団あて電話でご連絡ください。 

※２ 採択された場合、契約締結の前に業務計画書案について調整させてい

ただきます。 

 

 

５ その他留意事項 

(１) 受託者は、研究開発の運営・進捗管理、研究成果の取扱い等、委託業務

の全てに責を負うこととします。 

(２) 受託者及び受託者の所属機関は、委託業務全体の経費について、合理的

な処理及び適切な管理を行うものとします。本事業の経費は国の予算から

支出されていることから、国の会計検査の対象となることをご了承くださ

い。 

(３) 委託業務の研究開発成果に係わる知的財産権については、産業技術力強

化法第５条および第 17 条に基づき、以下の条件を満たす場合は、原則とし

て、受託者に帰属させることとします。 

①  委託研究に係る知的財産権の出願および取得等した場合、受託者は遅

滞なく沖縄県知事に報告すること。 

②  沖縄県知事が公共の利益のために、特に必要があるとしてその理由を

明らかにして要請する場合、沖縄県知事又は沖縄県知事が指定する者に対

して当該知的財産権を無償で利用する権利を許諾すること。 
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③  当該知的財産権を相当期間活用しておらず、かつ、正当な理由がない

場合に、沖縄県知事が要請するとき、第三者への実施許諾を行うこと。 

④  当該知的財産権を第三者に譲渡・実施許諾をする場合には、沖縄県知

事の承認を受けること。 

(４) 検査等において、委託業務の実施に関し、経費の虚偽申告及び過大請求

などによる不正受給、または研究活動における研究成果や論文等のねつ造、

改ざん及び盗用といった不正行為等が発見された場合、県および OSTC は委

託先に対し、委託費の一部若しくは全部の返還、新規契約の停止、委託先

名及び不正内容の公表、刑事告訴等の措置をとることがあります。 

(５) 研究開発終了後も、追跡調査・評価にご協力いただく場合があります。

あらかじめご了承ください。 

 

６ 問い合わせ先 

  本公募に関する質問等は、令和７年４月７日(月)から令和７年４月２５日

(金)12:00(必着)の間、メールにより受け付けます。 

質問等への回答は、OSTC ウェブページ（https://www.ostc-okinawa.org/）

の公募用ページに掲載することとし、個別での回答は行いません。また、審

査に関するお問い合わせには応じることはできません。 

  メールアドレス：ecosystem@ostc.okinawa.jp 

  

 

７ 添付資料 

(１) 申請書(様式１～６) 

(２) パワーポイント（様式７） 

    

  

             


